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第 ２ 期 （令和６年度～令和１０年度）

秋田市民の心といのちを守る

自殺対策計画

秋田市の状況

秋田市・秋田県・全国の自殺死亡率の推移（人口動態統計）

秋田市・秋田県・全国の年齢階級別自殺者の割合（人口動態統計）

本市の自殺死亡率は、平成

２２年以降は減少傾向にあり

ましたが、令和４年は前年か

ら増加しています。

全国および秋田県と比較

すると、３０歳代および６０

歳代の割合が高くなってい

ます。

年代別死因では３０歳代

までの第１位が自殺であ

り、４０歳代、５０歳代で

も第２位が自殺となってお

ります。秋田県、全国とも

に同様の傾向にあります。

年代別死因（人口動態統計）

計画の目的

基本理念「心といのちを守り、

ともに支えあい、誰も自殺に追い

込まれることのない秋田市の実現」

の下、市民一人ひとりがかけがえの

ないいのちの大切さを考え、ともに

支え合う地域社会の実現のため、

民・学・官の連携強化を図り自殺対

策を推進していきます。

計画の期間と数値目標

計画期間（５年間）
令和６年度（２０２４年度）

～令和１０年度（２０２８年度）

数値目標
令和１０年（２０２８年）までに自殺

死亡率１２．６以下を目標とします。
注）自殺死亡率 ： 人口１０万人当たりの自殺者数

こんな様子が見られたら

こころのＳＯＳのサインです

□ 眠れない

□ 食欲がない

□ 口数が減って元気がない

□ 大量のお酒を飲むようになる

□ 孤立している

□ 自分の健康をかえりみない

□ 「消えてしまいたい」「死んだ

ら楽になる」などと口にする

□ 借金、死別体験などの生活の

変化

コラム

守ろう大切な いのち
こころの疲れはありませんか？

令和４年

自殺死亡率 自殺者数
秋田市 16.8 51人

秋田県 22.6 209人
全  国 17.4 21,252人

自殺死亡率

年齢 第１位 第２位 第３位

10～19歳 自殺 *悪性新生物、心疾患

20～29歳 自殺 悪性新生物 *不慮の事故、不詳ほか

30～39歳 自殺 悪性新生物 不詳

40～49歳 悪性新生物 自殺 心疾患

50～59歳 悪性新生物 *自殺、不詳

60～69歳 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

70～79歳 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

80～89歳 悪性新生物 心疾患 呼吸器系の疾患

90～99歳 老衰 心疾患 悪性新生物

100歳以上 老衰 心疾患 脳血管疾患

注）自殺死亡率 ： 人口１０万人当たりの自殺者数

0.2%

*同率の死因があった場合は、同じ順位に並べて表記しております。

令和４年・秋田市

←相談先リンク集（秋田市公式ホームページ（健康管理課）へつながります。）



２ 自殺対策を支える

人材の育成

市民一人ひとりが自殺対

策を自分のこととして理解

し、また、悩みを抱える人

に支援する人がスキルアッ

プの向上を図るための講座

等を開催します。

３ 市民への啓発と

周知

自殺は社会の努力で

防ぐことができるこ

と、相談先や支援の方

法等について広く周知

を行います。

１ 地域における

ネットワークの強化

民・学・官の連携により、そ

れぞれの関係機関が役割に応じ

た自殺対策を推進します。ま

た、毎年度、自殺対策事業の実

施状況を確認し計画の進捗管理

を行います。

秋田市の自殺対策の取組

【基本理念】心といのちを守り､ともに支えあい､ 誰も自殺に追い込まれることのない秋田市の実現

国が提示する自殺対策の基盤となる全国的に取組が必要とされ

る項目を全て組み込み、次の５項目を基本施策として自殺対策に

取り組みます。

重点施策
秋田市の自殺者の状況を踏まえ、特に力を入れるべき

次の４項目を重点施策として自殺対策に取り組みます。

５ 児童生徒のＳＯＳの

出し方に関する教育

教育現場や関係機関と連携を図

り、つらいときや苦しいときは助

けを求めてもよいことを学ぶ教育
について推進します。

４ 生きる力の強化

生きることの阻害要因を減らし、生き

ることを促進する要因、言い換えれば生

きる力を強化する支援として、こころの

相談、社会的孤立を防ぐための居場所づ

くり等、生きていく中で安心できる場の

提供し、生きる力を強化していきます。

１ 勤務・経営対策

労働者や経営者は、職場の人

間関係、仕事の悩み、過労、う

つ状態等の自殺のリスクを抱え

やすいことから、関係機関と連

携を図り対策を推進します。

２ 子ども・若者対策

子どもが学校やその後の社会で

起こる問題に対して適切に対処でき

るよう、また、若者は学業、就労、

結婚、子育て等多様な場面におい

て、様々な課題を抱える世代である

ことから、若者特有の心理に合った

様々な対策を推進します。

３ 生活困窮者対策

生活困窮者は、介護、多重債

務、精神疾患等の問題を複合的

に抱えていることが多く、社会

的に孤立しやすい傾向があるこ

とから、必要なサービスにつな

がるように、相談支援と生活支

援との連携を推進します。

４ 高齢者対策

包括的な支援に向けて関係機関

と連携を図り、高齢者の不安に対

する支援、社会参加の強化、孤

独・孤立の予防等の対策を推進し

ます。

その他の関連施策
基本施策、重点施策以外の関連事業について、生きることの包括的な支援

として社会全体の自殺リスクの低下につながるよう取り組みます。

基本施策の取組内容 重点施策の取組内容

〒010 ｰ0976 秋田市八橋南一丁目8ｰ3

電 話：018ｰ883ｰ1180

Ｆ Ａ Ｘ：018ｰ883ｰ1158

Ｅ- mail：ro-hlhm@city.akita.lg.jp

この計画や概要版について

は、右のＱＲコードからも御覧に

なれます。

１・秋田市の自殺対策ネットワーク会議 等

２・様々な職種を対象とする研修

・市民を対象とする研修

３・リーフレット、啓発グッズ等の作成と活用

・市民向けイベント、講演会等の開催

・メデイアを活用した啓発

４・こころの相談、居場所づくり活動

・自殺未遂者等への支援

・遺された人への支援 等

基本施策

５・児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教室 等

１・職場のメンタルヘルス対策の推進

・経営者に対する相談事業の実施等

・労働者に対する各種事業の実施

２・児童・生徒への相談支援の充実

・情報通信技術を活用した若者への

相談支援の強化等

・若者自身が身近な相談者になるた

めの取組

３・相談支援、人材育成の推進

・居場所づくりや生活支援の充実

秋田市公式ホームページ

（健康管理課）

４・包括的な支援のための連携の推進

・地域における要介護者に対する支援

・高齢者の健康不安に対する支援

・社会参加の強化と孤独・孤立の予防

編集・発行 秋田市保健所 健康管理課


